
 京都市地域水道の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２１年９月３０日 

京都市長 門川 大作  

京都市規則第   号 

   京都市地域水道の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市地域水道の管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１５条を第１６条とする。 

第１４条第１項中「第２１条」を「第２２条」に改め，同条を第１５条とする。 

第１３条中「第２０条第２項」を「第２１条第２項」に改め，同条を第１４条とす

る。 

第１２条第１項本文中「第１８条」を「第１９条」に改め，同項ただし書中「次項

第２号」を「次項の規定による料金の減額並びに第３項第２号」に改め，同条第２項

各号列記以外の部分中「第１８条」を「第１９条」に改め，「の各号」を削り，同項第

２号中「地域水道」を「大原簡易水道以外の地域水道」に，「前条第１号」を「前条第

１項第１号」に改め，同項第３号中「地域水道」を「大原簡易水道以外の地域水道」

に，「前条第２号」を「前条第１項第２号」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 大原簡易水道に係る１使用期間の従量料金のうち，１２月から翌年の１月までの

期間を当該１使用期間に含むものについては，条例第１９条の規定により，当該従

量料金の額から使用水量１０立方メートル当たり料金額（当該１使用期間において

使用した 後の１０立方メートルの部分の水に係る従量料金の額（１使用期間にお

ける使用水量が１０立方メートルに満たないときは，当該使用水量に係る従量料金

の額）をいう。）を減額する。 

第１２条を第１３条とする。 

３２



第１１条各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，大原簡易水道に係る加入者負担金は，一時に全額を納

入する方法により，納入しなければならない。 

第１１条を第１２条とする。 

第１０条第１号ア中「別表」を「別表第１（大原簡易水道にあっては，別表第２）」 

に改め，同条第２号中「従量料金」の右に「（以下「従量料金」という。）」を加え，同

条を第１１条とする。 

 第９条を第１０条とし，第８条の次に次の１条を加える。 

（本市が負担する給水装置工事の費用） 

第９条 大原簡易水道に係る次に掲げる給水装置工事（本市が施行するものに限る。）

の費用については，その全部又は一部を本市の負担とすることがある。 

   ２以上の使用者（条例第３条第１項の規定による承認を得た者をいう。）が共用

する給水装置で，その給水せん，設置場所等が別に定める基準に適合しているも

のの設置の工事 

   本市が行う配水管の設置の工事に伴い必要となる給水装置の取替えの工事 

  その他条例第７条第１項本文に規定する給水装置工事をしようとする者にそ

の費用を負担させることが適当でないと市長が認める給水装置工事 

別表中「第１０条関係」を「第１１条関係」に改め，同表を別表第１とし，同表の

次に次の１表を加える。 

別表第２（第１１条関係） 

使    用    水    量 単    位 従 量 料 金 

１ ０ 立 方 メ ー ト ル ま で の 部 分
      円 

  ７０ 

   

   



   

１０立方メートルを超え，３０立方メート

ルまでの部分 
１５０ 

３０立方メートルを超え，５０立方メート

ルまでの部分 
 １７０ 

５０立方メートルを超え，１００立方メー

トルまでの部分 
２００ 

１００立方メートルを超える部分 

 

 

１立方メートル

２３０ 

別記様式中「第１４条関係」を「第１５条関係」に，「第２１条」を「第２２条」

に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２１年１０月１日から施行する。 

（上下水道局総務部地域事業課） 


